
◆石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター
　☎ 0120-540-004（無休　9:00 ～ 21:00）（無休　9:00 ～ 21:00）
　※発熱患者等の受診相談は 24 時間対応　※発熱患者等の受診相談は 24 時間対応

◆接種した医療機関や、かかりつけ医、お近くの医療機関

◆厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
　☎ 0120-761-770（無休　9:00 ～ 21:00）（無休　9:00 ～ 21:00）

PIN No.P13 - 0179
環境保護印刷：クリオネマーク認証

この印刷物は、E3PA のゴールドプラ
ス基準に適合した地球環境にやさし
い印刷方法で作成されています。
E3PA：環境保護印刷推進協議会「広報のと」12 月号の印刷費は一部当たり 33.4 円です。
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P L U S

掲載している行事などは、中止・延期となる場合があります。
事前にお問い合わせいただくか、ホームページなどにより最新の情報をご確認ください。
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副反応などの医学的なご相談

ワクチンに関するご相談

新型コロナワクチン接種状況と追加接種（3 回目接種）新型コロナワクチン接種状況と追加接種（3 回目接種）

接種対象 18 歳以上で 2 回目接種を終了した日から原則 8 か月以上経過した方

接種順位 8 か月以上経過した方から順に接種
※接種間隔 6 か月以上での接種は、地域の感染レベルが高くなった場合など、特殊な場合に適用となります。

使用ワクチン 武田モデルナ社製（薬事申請中）またはファイザー社製を予定
※ 1 回目、2 回目に接種したワクチンの種類とは違う場合があります。

開始時期 令和 4 年 2 月上旬（2 回目接種終了から 8 か月以上経過後）

ワクチン接種状況

対象者 対象人数 1 回目接種 接種率 2 回目接種 接種率

65 歳以上の方 8,153 人　 7,738 人　 94.9％ 7,683 人　 94.2％

12 歳から 64 歳までの方 7,335 人　 6,431 人　 87.7％ 6,330 人　 86.3％

合　計 15,488 人　 14,169 人　 91.5％ 14,013 人　 90.5％

新型コロナワクチンの追加接種（3 回目接種）について

　11 月 20 日時点での町の接種状況は下表のとおりです。

　1・2 回目未接種で接種を希望される方、12 歳になり接種を希望されるお子さんには、
令和 4 年 2 月上旬に接種を開始する予定です。詳細は、来月号でお知らせします。

※対象人数は 2021 年 4 月の住民基本台帳を基に計算しています。

1・2 回目未接種で接種を希望する方と 12 歳になるお子さんの接種

◆能登町新型コロナワクチン接種コールセンター
　☎ 0768-62-2567（平日　9:00 ～ 17:00）（平日　9:00 ～ 17:00）

ワクチン接種の一般的なお問い合わせ

　諸外国で 2 回新型コロナワクチンを接種した場合でも、接種後の時間の経過とともに、ワクチンの
有効性や免疫が低下することが報告されています。

　新型コロナウイルスや、他の感染症対策の基本は、
「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

　くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスが含
まれているかもしれません。
　他の人にウイルスを移さないために咳エチケット
を心がけましょう。

咳エチケットを心がけましょう

　また、一部の国では 2 回のワクチン接種後、一定の間隔をおいて追加接種を実施する方
針が打ち出されていることから、国は、新型コロナワクチンの追加接種（3 回目接種）の
実施について方針を示しました。町では、国の方針に基づき、順次実施していきます。

あまくなるのがあまくなるのが

　　　　　　　　待ち遠しい！待ち遠しい！
　　　　　　　　　　（小木小学校　干し柿づくり体験）　　　　　　　　（小木小学校　干し柿づくり体験）

　店舗や宿泊施設等で予防接種証明書の提示を求められたときは、予防接種済証または接種記録書が、
ワクチンを接種した証明となります。

予防接種済証または接種記録書は予防接種の証明になります


